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序　　　　　文

ハンセン病対策・基礎保健サービス改善プロジェクトは、ミャンマー連邦政府の要請を基に 2000

年 4 月から 5 年間の協力期間で、ハンセン病を中心とした感染症対策の強化と、住民に直接保健

サービスを提供するスタッフの訓練を中心とした協力が開始されました。

このたび、協力開始より 2 年目を迎えるにあたり、これまでのプロジェクト全体の進捗状況の

確認と問題点の把握を行うことによって、本プロジェクトにかかわる専門家チームとカウンター

パートに必要な助言を提供し、今後の活動への提言を導き出すため、2001 年 11 月 18 日から 11 月

27 日の日程で、田中　喜代史　国内委員会委員長を団長とし、運営指導調査団を派遣しました。

本報告書は、上記調査団の調査結果を取りまとめたものです。ここに本調査にご協力を賜りま

した関係各位に深甚なる謝意を表します。

平成 14 年 4 月

国 際協力事業団　　

理事　隅田　栄亮　　
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第 1 章　運営指導調査の概要

1 － 1　運営指導調査団派遣の経緯と目的

（1）経　緯

ミャンマー連邦（以下、「ミャンマー」と記す）では、感染症が死因及び疾患の上位を占め、

保健省は第三次国家計画において各感染症のプライオリティーを高め、優先的に取り組んで

いる。そのなかで、ハンセン病については、患者数が世界で五指に入る多発国となっている。

同国では、1950 年初頭から世界保健機関（WHO）の指導を受けてハンセン病対策に取り組

み、ハンセン病対策のための専門スタッフが養成され組織化されていたが、1977 年から基礎

保健サービス（Basic Health Service : BHS）のなかに統合された。従来ハンセン病だけをター

ゲットにして活動してきた専門スタッフと全般の一次医療サービスを行うスタッフとが共存

するなかで、ハンセン病の多剤療法が試行的に導入され、1991 年には全国に広げられていっ

た。その成果としてある程度の有病率の低下がみられたものの、ハンセン病の早期発見が適

切になされている状況ではなく、またハンセン病患者のケア・リハビリテーションも不十分

である。1998 年 10 月には感染症基礎調査団が派遣され、ハンセン病対策を中心とした技術協

力の必要性が指摘された。

このような背景の下、ミャンマー政府はハンセン病を中心とした感染症対策の強化と、住

民に直接保健サービスを提供するスタッフの訓練を中心とした BHS の強化を目的に、プロ

ジェクト方式技術協力を要請してきた。

1） 事前調査団派遣

上記要請を受け、ミャンマー側の要請内容と実施体制及び協力実施計画を調査・協議す

るため、1999 年 7 月に事前調査団が派遣された。

2） 短期調査員派遣

その後事前調査の結果を踏まえ、1999 年 9 月から 11 月にかけて、ハンセン病対策の現状

調査（研修、機材、教材、通信状況等）、プロジェクトの 5 か年計画策定、プロジェクト・サ

イトの選定、専門家オフィスの選定、専門家住環境調査等、プロジェクトの詳細計画を策

定することを目的に、各分野の専門家が短期調査員として派遣された。

3） 実施協議調査団派遣

これら一連の調査結果を踏まえ、本プロジェクトの協力内容、協力方法、協力対象地域の

最終決定と、協力実施経過の策定を行い、討議議事録（R/D）及び暫定実施計画書（TSI）の

署名・交換を行うことを目的として、2001 年 1 月に実施協議調査団が派遣され、同年 4 月

より次の内容の協力を行うこととなった。



─ 2 ─

〈上位目標〉

1．ハンセン病の根絶及びリハビリテーションの充実が図られる

2．ハンセン病コントロールシステムの強化が図られる

〈プロジェクト目標〉　

プロジェクト・サイト（マグウェイ、サガイン、マンダレー管区）において、ハンセン

病コントロールプログラム（ハンセン病の①新患発見、②治療、③障害予防（POD）・障

害進行の予防（POWD）・リハビリテーション）が、他の疾病（結核や麻疹など）コントロー

ルプログラムにおける技術向上とともに、効果的に実施される。

〈活動項目〉

1．ハンセン病の新患発見（New Case Finding）

2．ハンセン病の治療（Treatment）

3．ハンセン病の予防とリハビリテーション（Prevention and Rehabilitation）

4．その他の疾病（Other Diseases）

5．プログラム運営

6．その他必要な活動

（2）目　的

現在、プロジェクトの開始から 1 年半が経過したため、本調査団は、プロジェクトの進捗状

況及び成果を確認すると同時に、プロジェクトの方向性について助言を行うことにより、今

後の円滑なプロジェクト運営を図ることを目的として派遣された。

1 － 2　調査団の構成

担　当 氏　名 所　属

団長　総　　括 田中　喜代史 前国立国際医療センター国際医療協力局　局長

国内委員会　委員長

みずほファイナンシャルグループ　第一勧業銀行顧問

団員　ハンセン病対策 江川　勝士 国立駿河療養所　所長

団員　感染症対策 千葉　靖男 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力第二課

　 課長

団員　看　　護 實吉　佐知子 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力第二課

　 派遣協力専門官

団員　協力計画 青木　恒憲 国際協力事業団医療協力部医療協力第一課　職員
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1 － 3　調査日程

2001 年 11 月 18 日から同年11 月 27 日まで

月日

11/18

11/19

11/20

11/21

11/22

11/23

11/24

11/25

11/26

11/27

曜日

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

日順

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

移動及び業務

移動　10:30　成田→15:30　バンコク（TG641）

移動　18:00　バンコク→18:45　ヤンゴン（TG305）

  9:00　JICAミャンマー事務所表敬

10:15　在ミャンマー日本大使館表敬

11:00　保健局表敬

14:00　保健局との協議（活動報告、プレゼンテーション、ディスカッション）

移動　6:30　ヤンゴン→8:40　マンダレー（HK005）

 9:30　マンダレー管区ルーティン･アクティビティー活動説明、視察、ディスカッション

14:30　マンダレー管区アマラプラTownship Hospital

専門家・調査団内協議

  8:20　サガイン管区スペシャル･アクティビティー（LEC）＊活動説明、視察、ディス

カッション

10:45　サガイン管区Divisional Office訪問

サガイン管区ミンムTownship Allakapa Rural Health Center訪問

13:30　寺院、集会所、役場等訪問

サガイン管区ミンムTownship Hospital訪問

  9:20　イエナダ・ハンセン病病院活動説明、視察、ディスカッション

13:45　プロジェクトカウンターパートオフィス訪問

14:20　プロジェクト日本人専門家オフィス訪問

15:00　マンダレー管区Divisional Office訪問

マンダレー管区特別皮膚科外来（Special Skin Clinic）訪問

移動　8:35　マンダレー→10:05　ヤンゴン（HK036）

13:00　専門家・調査団内協議

  9:15　保健局とのミニッツ案協議

ミニッツ準備、資料作成

  9:00　合同調整委員会

11:30　ミニッツ署名・交換

13:00　保健省訪問

移動　19:45　ヤンゴン→21:25　バンコク（TG306）

移動　11:20　バンコク→19:00　成田（TG640）

＊ LEC: Leprosy Elimination Campaign
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1 － 4　主要面談者

（1）ミャンマー側関係者

1）ヤンゴン

Dr. Soe Aung Deputy Director General, Public Health / Disease Control, De-

partment of Health

Dr. Ye Myint rector, Disease Control, Department of Health

Dr. Htay Lwin Director, Public Health, Department of Health

Dr. Kyaw Nyunt Sein Deputy Director, Leprosy, Department of Health

Dr. Kyaw Myint Assistant Director, Leprosy Control, Department of Health

Dr. Htin Lin Medical Officer, Leprosy Control, Department of Health

Dr. Kyaw Kyaw Leprosy Specialist ,  Central Special Skin Clinic,  Department

of Health

Dr. Aye Tun Deputy Director, Tuberculosis, Department of Health

Dr. Phyu Noe Assistant Director, Tuberculosis, Department of Health

Dr. Pe Thet Tun Director, International Division, Ministry of Health

2）マンダレー

Dr. Nyunt Hlaing Medical Superintendent (Director), Yenanthar Leprosy Hospi-

ta l

Dr. Myat Thida Medical Officer, Yenanthar Leprosy Hospital

Dr. Than Tun Oo Director, Mandalay Divisional Health Department

Dr. Than Lwin Deputy Director, Mandalay Divisional Health Department

Dr. Than Tun Myint Medical Officer, Mandalay Divisional Health Department

Dr. Than Than Myint Health Officer, Mandalay Divisional Health Department

Dr. Kyaw Sein Regional Leprosy Officer,Mandalay Divisional Health Depart-

ment

3）サガイン

Dr. Kyaw Shein Director, Sagaing Divisional Health Department

Dr. Myint Myint Sein Deputy Director, Sagaing Divisional Health Department

Dr. Khin Saw Mu Township Health Officer, Sagaing Divisional Health Depart-

ment

4）コンサルタント

Dr. Maung Maung Gyi WHO National Consultant (Former Medical Superintendent)

Dr. Kyaw Lwin WHO National Consultant
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Dr. Saw Lwin JICA Project Consultant

（2）日本側関係者

1）在ミャンマー日本国大使館

橋本　雅道 二等書記官

2）JICA ミャンマー事務所

青木　利通 所　長

木滝　真之 企画調査員

3）プロジェクト専門家

長尾　榮治 長期専門家　ハンセン病対策

橋本　千代子 長期専門家　看　護

馬場　洋子 長期専門家　看護（後任）

谷口　世志子 長期専門家　業務調整

1 － 5　主要調査／面談内容

11 月19 日

〈JICA ミャンマー事務所表敬〉

・団長より、調査団の目的、今回の調査団ではプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

で実施済みであるものについてはPDM についての整理や改訂等の検討が必要であろうこと、

及びプロジェクトの進捗状況を確認する旨、説明を行った。

・木滝企画調査員より、6 月にイエナダ・ハンセン病病院（以下、「イエナダ病院」と記す）ト

レーニングセンター完成を迎えプロジェクトが本格的に始動したこと、ミャンマー政府が

2003 年末までにハンセン病登録者数の数を 1/1 万以下にするために奮闘努力しており、こ

れへの対応や協力が必要であろうこと、地方と中央の違いや様々なレベルの組織活動の現状

把握を運営指導に生かしてほしい旨、説明があった。

・青木所長より、国情やイエナダ病院トレーニングセンターの建設の遅れにより活動が遅延

している面があること、専門家の配置（チーフアドバイザー及び長短期専門家：マンダレー、

調整員：ヤンゴン）や専門家のマネージメントについて検討の余地がある旨、説明があった。

これに対し団長より、対処方針会議でも同様の議論がなされた旨、述べた。

・木滝企画調査員より、ミャンマーは下の者が上の者にものを言えないタイプのトップダウン

の国であり、プロジェクトにかかわる手続きは煩雑かつ時間を要すため、早めの対処と決定

が重要である旨、説明があった。

・青木所長より、プロジェクトの活動地域は、ミャンマー全体、保健省全体の意向があって、
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そのなかで JICA のプロジェクトが位置づけられるものであり、3 管区はモデルケースづく

りではなく、限られた時間やインプット（人員等）での活動の効果を認識する必要がある旨、

説明があった。

・長尾専門家より、調査にあたっては、①ハンセン病に関するミャンマーと日本の現状及びそ

の対応状況は異なること、②ミャンマー側が日本に協力を期待しているのは、患者の発見・

治療後に取り組まざるを得ないリハビリテーションや高齢化への対応（日本が得意とする分

野）の協力であること、に留意されたいとの説明があった。

〈在ミャンマー日本大使館表敬〉

・団長より、調査目的、日程の説明に加え、PDM の改訂は必要に応じて帰国後検討する旨、説

明した。

・橋本書記官より、本プロジェクトのマンダレー方面での活動は注目を集めており、ミャン

マーのなかでの ODA の中心的活動及び Good　Practice としての役割と成果を期待したい、

また日本財団による薬品供与もあり、ミャンマーではハンセン病対策支援が活発であるとの

説明があった。

〈保健局表敬〉

・Dr. Kyaw Nyunt Sein（Deputy Director, Leprosy, Department of Health）を訪問し、調査

団より訪問目的、日程を説明した。

〈保健局との協議（活動報告、プレゼンテーション、ディスカッション）〉

・ミャンマー側より、ハンセン病対策の現状と活動及びプロジェクトの PDM 活動の進捗状況

報告があり、調査団側から詳細確認を行った。

・ミャンマー側より、現在は国際公約（2003 年末までにハンセン病登録者数の数を 1/1 万以下

にするとWHO に宣言）達成に力を注いでいること、一方でハンセン病制圧後の活動（Post-

Elimination Activities）として想定されるリハビリテーション対策には、現状では取り組

む余力がない旨、説明があった。

・調査団より、日本人専門家のコミュニケーションの状況と疋田チーフアドバイザーの配置場

所についてミャンマー側に質問したところ、疋田チーフアドバイザーがマンダレーからヤン

ゴンに移動することでプロジェクト関係者のコミュニケーション機会が増え、プロジェクト

運営が円滑になる旨、回答があった。
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〈長尾長期専門家との打合せ〉

　活動進捗状況等重要事項について以下のとおり説明があった。

・プロジェクト活動は全般的に遅延しておらず、対処方針会議向けに提出したプロジェクトの

報告書の「実施していない」「未定」の記述は、ミャンマー側が既に実施しているものが大半

ととらえるのが正しい。

・New Case Finding については、ミャンマー側の誤診率と技術レベルは低くない。またミャ

ンマー側が、的確に活動を展開しているので、現状としては JICA があえてかかわるべき活

動の余地、必要性は少ない。

・短期調査、実施協議、プロジェクト開始時は、ハンセン病対策のプロジェクト活動のKey と

してミッドワイフ（Midwife）を取り上げ、診断力は低く、活動現場での大きな義務・役割

を担っていると想定していた。しかしながらプロジェクト活動を進め活動現場に入っていく

に従い、実際は診断力は高く、一方で現場での活動機会は少ないまたは不在であることが分

かり、この想定が必ずしも正しくないことが判明した。実際は Junior Leprosy Worker と

Vertical Staff がハンセン病対策の中心的役割を果たしている。機材供与先のKey としても

ミッドワイフが想定されてきたため、現実に合わせて再検討する必要がある。

・プロジェクト活動のモニタリングはミャンマー側の忙しさもあり、模索中である。

11 月20 日

〈マンダレー管区アマラプラ Township Hospital〉

・ルーティン・アクティビティーの一例視察のため訪問し、ミャンマー側より活動概要や実績

について説明があった。

・千葉団員よりデータの取扱状況や課題について照会したところ、カバーするデータの地理的

範囲と Imc omp l e t e  R e p o r t i n g（New  C a s e 登録者は薬の指定服用期間（多菌型

（Multibacillary：MB）及び少菌型（Paucibacillary：PB）によって異なる）を終えると登録

から外れるが、患者が的確に服用していないケース、処方者の手違い・診断ミスにより服用

期間が的確でないケース、患者が行方不明になったケースなどが発生しており、データの正

確性を高める方策が必要である）については改善の余地がある旨、説明があった。

・ミャンマー側より、New Case Finding のみならず Treatment や Rehabilitation を、Town-

ship レベルで Junior Leprosy Worker と Vertical Staff が中心となって実施できれば理想的

であるが、現実としては New Case Finding 活動を展開するのが手一杯であるとの説明が

あった（例：人手不足により Junior Leprosy Worker が 1 人で 50 数名担当しているとの現

状報告あり）。ルーティン活動以外については、人的／時間的コストを最小限に抑え、かつ

住民の自発的な参加を期待できる LEC（Mass Survey ＋ Health Education ＋人々の意識向
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上への取り組みを生かしている）を活動の中心に据え、引き続き展開していきたいとの意向

を示していた。

・病棟、検査室、ワクチン保存室、手術室等の利用状況等を視察した。

〈専門家・調査団内協議〉

・専門家チームより活動報告があり、PDM に沿った活動がおおむね展開されていることを確

認した。

・また専門家チームより、プロジェクト運営／管理の検討・改善課題として、プロジェクトに

かかわる必要手続き（専門家・研修員・機材等）の迅速化、プロジェクト・専門家チーム内

のコミュニケーションの円滑化、個々の専門家の業務・役割の明確化、専門家の配置場所の

再検討、プロジェクトオフィスの移動、機材供与先の検討（プロジェクト開始時に重要視さ

れていたミッドワイフよりも Vertical Staff の役割が大きい、Rural Health Center レベル

への供与効果が期待されるなど）があげられ、改善の方向で同意した。

11 月21 日

〈サガイン管区Divisional Office 訪問〉

・スペシャル・アクティビティーの一例視察のため訪問した。ミャンマー側よりルーティン／

スペシャル・アクティビティー両方の活動概要と実績についての説明があり、特にスペシャ

ル・アクティビティーとしての LEC については住民の協力と意識向上が重要であるとのコ

メントがあった。

〈サガイン管区ミンムTownship の Rural Health Center、寺院、集会所、役場、Township Hos-

pital 訪問〉

・ミンム Township Allakapa Rural Health Center にて、ミャンマー側より、実施中の LEC

の活動状況・実績について説明があった。

・典型的な LEC のスケジュール・段階は次のとおりである。

2 日間を 1 単位で実施する。活動の中心は（Junior）Leprosy Worker ＆ Inspector であ

り、ミッドワイフが補佐的な役割を果たす。1 日目に対象とする村に出かけ、夕方に村の

代表・中心者を対象にビデオを用いてハンセン病対策を啓蒙し、同時に住民に翌日（2 日

目）の集会に参加をするよう依頼する。2 日目の午前中は住民集会を開き、1 時間ほどか

けてハンセン病について説明し、昼近くまでハンセン病の症状が出ていると思われると

自発的に名乗り出た住民に対して診断をする。午後には新たな村に移動する。

寺院、集会所、役場等を訪問することで、実際の活動の各段階の理解を深めた。
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11 月22 日

〈イエナダ病院活動説明、視察、ディスカッション〉

・ミャンマー側より、イエナダ病院の概要説明があった。

・病棟、検査室、義肢装具室などの各施設を見学し、プロジェクトの活動状況を確認した。ま

たプロジェクトで新設した訓練センター（教室 2、専門家室 1、宿泊部屋、食堂等）と改修し

た手術室を視察し、施設・機材整備状況が適切であることを確認した。

〈プロジェクトカウンターパートオフィス、プロジェクト日本人専門家オフィス訪問〉

・専門家チームより、プロジェクトオフィスに関し、カウンターパートオフィスと日本人専門

家オフィスは本来同一であるべきであり、プロジェクト開始時に日本・ミャンマー双方で合

意した予定地に日本人専門家オフィスが入ったものの、諸事情によりカウンターパートオ

フィスが移転してこないため情報交換やコミュニケーションに支障を来しており、状況改善

に努めるようこれまでミャンマー側に依頼してきたとの報告を受けた。

・両オフィスの見学を通じ、両オフィス間が車で約 10 分程度離れていること、電話が通じに

くいこと、終業時刻が異なること、また日本人専門家オフィスは E メールが使用できずに

いること（宿泊先のホテルで使用）を確認した。これに対し、ミャンマー側に状況改善を申

し入れたところ、カウンターパートオフィスにスペースを設けるので、日本人専門家オフィ

スを移転してきてほしい、またその手続きを進めたいとの回答を得た（その後の協議で移転

の方向を日本・ミャンマー双方で確認した）。

〈マンダレー管区Divisional Office、マンダレー管区特別皮膚科外来訪問〉

11 月23 日

〈専門家・調査団内協議〉

11 月24 日

〈保健局とのミニッツ案協議〉

＊ JICA ミャンマー事務所の木滝企画調査員の報告を以下、部分引用。

議題：ハンセン病対策・基礎保健サービス改善プロジェクトのこれまでの活動実績及び今後

の活動計画 について

出席者：

ミャンマー側

①　Dr. Kyaw Nyunt Sein, Deputy Director, Leprosy, Dept. of Health
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②　Dr. Phyu Noe, Assistant Director, Tuberculosis, Dept. of Health

③　Dr. Kyaw Kyaw, Leprosy Specialist, Central Special Skin Clinic, Dept. of Health

④　Dr. Kyaw Lwin, WHO National Consultant (Leprosy, Lower Myanmar)

⑤　Dr. Maung Maung Gyi, WHO National Consultant (Leprosy, Upper Myanmar)

⑥　Dr. Kyaw Myint, Assistant Director, Leprosy Control, Dept. of Health

日本側

（運営指導調査団）

①田中　喜代史　②江川　勝士　③千葉　靖男　④實吉　佐知子　⑤青木　恒憲

（ハンセン病対策・基礎保健サービス改善プロジェクト）

⑥長尾　榮治　専門家　⑦橋本　千代子　専門家　⑧馬場　洋子　専門家

⑨谷口　世志子　調整員　⑩ U Ne Win　事務所スタッフ

⑪Dr. Saw Lwin, JICA プロジェクト・コンサルタント

（JICA ミャンマー事務所）

⑫木滝　真之　企画調査員

協議内容：

（1）2000 年 4 月から 2001 年 11 月までの活動実績について

プロジェクトの活動実績をR/D、 PDM、及び TSI に照らし合わせて評価したところ、プ

ロジェクト活動は一般に順調であることを双方で確認した。プロジェクトの活動の要点と

投入実績はミニッツ（案）のとおりである。

（2）2001 年 12 月から 2003 年 3 月までの活動計画について

1）同プロジェクトの活動計画をミニッツ（案）に記す内容とすることにつき、双方で合意

した。

2）New Case Finding についてミャンマー側は、「現在ミャンマー側は quick で simple な新

規ハンセン病患者のモニタリング手法を実施している。もしも JICA 側がNew Case Find-

ing のモニタリングについて何か支援したいのなら、今後ミャンマー側はSentinel Survey

の実施を計画しているので、これを支援してもらうことが考えられる」と提案した。これ

に対し JICA 側は、この場はひとまず「プロジェクトはより適切なモニタリングへの支援

について検討する」とし、今後プロジェクトが詳細をミャンマー側と打ち合わせていくこ

ととした。

Dr. Kyaw Nyunt Sein から確認したところによると、Sentinel Survey とは、例えば年

に1 度、ある時期にある地域を対象として新規患者の発見状況を調査し、New Case Find-

ing 活動がうまく進んでいるのかどうかを知るという手法である。
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3）ミャンマー側から、「カウンターパート研修の人数を増やしてほしい」旨、要望があった。

これに対し JICA 側は、「この要望を認識しておく」と返答した。

4）ミャンマー側から、「アカデミックコース（長期及び短期）への受入れを要望する」旨、言

及があった。これに対し「カウンターパート研修は 1 年未満である。このほか JICA には

長期研修員という制度があり、これに応募する場合、プロジェクトを通して JICA ミャン

マー事務所に要望をあげてほしい」と返答した。

5）ミャンマー側から、「日本の高度システムを視察する目的で、ミャンマーの Senior Medi-

cal Officer をプロジェクトの活動として招聘できるか？」との質問があった。これに対し

JICA 側は、「当プロジェクトには招聘に係るスキームはないため不可能。ただしカウン

ターパート研修の枠を使って来日してもらうことは可能。Senior Officer をカウンター

パートとすることはプロジェクトとして特に問題ない」と返答した。

6）ミャンマー側から、「研修実施を目的とする JICA 専門家を派遣する場合、ハンセン病対

策課以外の関連組織へカウンターパート配置をアレンジしてもらわねばならず、それには

時間が必要なので、少なくとも専門家が派遣される 2 か月前までにはスケジュールを知ら

せてほしい」、「その場合、プロジェクトには、専門家の受入組織との間で活動内容やカウ

ンターパートのアレンジにつき事前にネゴシエーションしてほしい。過去の例では『学校

保健』がこれに当たる」旨、要望があった。これに対し JICA 側は、「善処する」旨、返答

した。

7）JICA 側は、「拡大予防接種計画（EPI）の専門家は手配の時間が足りないため、2001 年度

は派遣しない予定である。2002 年度は BHS 研修にあわせて派遣を検討したい」旨、伝え

た。ミャンマー側はこれを了承し、保健局 EPI 課に伝えるとした。

8）今後のプロジェクトが調達する機材について、ミャンマー側から「essential な機材に絞

りたい」旨、希望があった。これに対して JICA 側は、「今後ミャンマー側と詳細を検討す

る」と返答した。

（3）その他

1）ミャンマー側の要望

・Dr. Kyaw Lwin から、「特にマンダレー管区に対して、疫学的研究を行うよう考慮して

ほしい。疫学的研究はイエナダ病院の活動の一つにすべきだ」との提案があった。長尾

専門家はリサーチについて、ミャンマー側はどのようにそれを実現しようと考えている

のか具体的なアイデアを聞いたところ、Dr.Kyaw Nyunt Sein から、長期研修、機材供

与、長期専門家派遣を想定している旨、回答があった。これに対し JICA 側は、「リサー

チはプロジェクトの PDM にないためプロジェクトとしては支援できない。別の案件と
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して要望を心にとどめておく」と伝えた。

・Dr. Kyaw Kyaw から「Central Special Skin Clinic（CSSC）に serological diagnostic

equipment を整備してほしい」旨要望があった。これに対し長尾専門家は、「これはプ

ロジェクトの臨床検査研修の一環として当初から検討されてはいたが、これまで優先度

が低かったため実施しなかった。もうプロジェクトの機材予算も残り少ないため実施

しない」としたため、ミャンマー側に対し「本件は優先度が低く予算は限られているの

で実施しない」と伝えた。

2）Dr. Kyaw Nyunt Sein のコメント

・当プロジェクトの活動は、将来（ハンセン病撲滅後）の活動の基礎となるものである。

したがって、私たちはこのプロジェクトに幅広く活動してもらうのではなく、なるべく

一部に統合（consolidate）して活動してもらいたい。

・我々は人材のみならずCSSC やイエナダ病院の機材についてもキャパシティーを積み上

げたい。

・多くのハンセン病患者は村落に住んでいるため、社会参画（social integration）により

村人のハンセン病に対するコンセプトや知識を改善したい。その意味で、プロジェクト

が予定している関心高揚（raising awareness）は歓迎する。プロジェクトの活動はマス

メディアの活用を通じて、このプロジェクト対象地域のみならず他の地域へも波及され

るものである。

3）JICA 側の要望

・適切なカウンターパート研修員を人選するよう、ミャンマー側に要望した。これに対し

ミャンマー側からは、「各研修にどのような人をカウンターパート研修員として選べば

よいのか、その背景をあらかじめ伝えてほしい」旨、要望があった。

・現在、マンダレーのプロジェクトオフィスは結核病院ゾーン 2 内に置かれているが、マ

ンダレー管区Leprosy Officer やヤンゴン当局とのコミュニケーションをよくするため、

今後マンダレー管区 Leprosy Officer の事務所内に移転したいと提案したところ、ミャ

ンマー側から「対処する」旨、回答が得られた。

・疋田チーフアドバイザーと Dr. Kyaw Nyunt Sein とのコミュニケーションをよくする

ため、今後疋田チーフアドバイザーにはヤンゴンに常駐していただく方が望ましいとの

意見があった。しかし、現在本人が不在であり決められないため、疋田チーフアドバイ

ザーへは JICA 側から相談することとし、ミャンマーに帰任されてからミャンマー側へ

相談する旨、提案した。ミャンマー側はこれを了解した。
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11 月25 日

〈ミニッツ案作成・資料整理〉

11 月26 日

〈合同調整委員会〉

・ミャンマー側には既に前日から、日本側の意向についておおむね説明を行い、賛同を得られ

ていたこともあり、同委員会は非常にスムースな議事進行となり、内容も有意義なものと

なった。

・Dr.Saw Aunng 及び青木所長より、双方の協力に関する謝辞と期待、また調査団への感謝が

述べられた。長尾専門家より日本側としての活動報告と今後の計画についての報告、またDr.

Kyaw Nyunt Sein よりミャンマー側代表としての報告がなされた。

・無事ミニッツ署名・交換を迎えた。

〈保健省訪問〉

本プロジェクトの日本・ミャンマー間の国際窓口を訪問し、ミャンマー側から以下の説明

と要望を受け、以下のとおり回答した。

・（説明）カウンターパート研修員の選考については、時間がかかるものの、プロジェクトに

関連する人材を優先順位をつけて手続きしている。

・（要望）1 ～ 2 人を長期間派遣するより、予算的側面から複数名を短期間派遣させてほしい。

・（回答）人数枠に基づいて受け入れているため、多くても 3 人程度になると思われる。

・（要望）研修員にマスター等の Degree をとらせるプログラムを新設してほしい。

・（回答）プログラムの開設は本プロジェクトのスキームでは対応困難であり、またカウンター

パート研修の期間は 1 年未満との制約がある。長期研修員制度、文部科学省の JICA

留学生枠制度等を有効活用されたい（なお、2001 年度、本プロジェクトカウンター

パート 2 名が鹿児島大学と琉球大学に文部科学省の JICA 留学生枠制度に応募中）。

・（要望）2003 年末までの目標達成を設定した国際公約（ハンセン病登録者数の数を 1/1 万以

下にするとWHO に宣言）の実現につき、国際社会の一部から達成は危うい・達成を

疑問視しているとの印象をもたれているようであるが、保健省は日夜取り組みを続

け、着実な成果をあげており、そのような印象は全く誤解であると考えている。日

本はミャンマーに理解を示し積極的に協力してくれているので、様々な機会を通じ、

是非そのような印象は誤解であり、着実な成果をあげていることを国際社会に訴え

てほしい。

・（回答）了解した。
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第 2 章　総　括

今回の運営指導調査団の目的は、本プロジェクトが開始されてから 1 年半が経過したため、プ

ロジェクトの進捗状況と成果の確認及び今後のプロジェクトの進め方について必要な助言を行う

ことであった。このため 2001 年 11 月 18 日から 27 日にかけてミャンマーを訪問し、現在派遣さ

れている日本側の専門家及びミャンマー側のプロジェクトのカウンターパートとの協議及びプロ

ジェクト対象地域・施設の視察を行った。

プロジェクトの進捗状況についてであるが、実施協議の際にミャンマー側と日本側との間で確

認したPDM に基づいての活動は、例えばNew Case Finding の活動に関してのように、ミャンマー

政府が 2003 年のハンセン病撲滅に向けハンセン病対策を促進するため、PDM のなかで予定して

いた活動が全国的にミャンマー側で前倒しに実施されたものもあり、実施する必要がなくなった

ものもあった。その他の活動はプロジェクト地区の JICA 事務所やイエナダ病院内の研修棟の整備

が遅れたにもかかわらず、長期・短期の専門家の努力によって多くの研修なども実施された。し

かし、すべての活動に共通することではあるが、ミャンマーの政治事情とミャンマー全体の 2003

年ハンセン病撲滅活動が優先されるため、PDM どおりに活動を進めていくのが大変困難な状態に

あることも理解できた。

今後のプロジェクト活動の進め方については、2003 年に向けてのミャンマーのハンセン病撲滅

対策との整合性のとれた活動を行わなければならない。また、モニタリングのように撲滅宣言後

にこそ必要な活動や、今までミャンマーにおいて取り組みが遅れ要望も強いリハビリテーション

の問題についてミャンマー側との十分な協議を通じ、可能な限り派遣されるであろう長期・短期

専門家の容量を考慮しながら、PDM に沿った活動を実施することが望まれる。

なお、今回の調査団の事前協議の際に議論した PDM の変更の必要性については、その必要はな

いと思われた。



─ 15 ─

第 3 章　ハンセン病対策

（1）進捗状況

1999 年からミャンマー独自のハンセン病撲滅戦略として全国ハンセン病撲滅キャンペーン

（NLEC）が開始されており、2003 年までに目的を達成することとしている。

2000 年の新発見患者は 1 万 717 人である。有病率は、全国では人口1 万人当たり 2.2 人となっ

ている。地区／州により 0.4 人から 3.5 人と違いがみられる。有病率は減少傾向にあるとはいえ、

新患のなかでMB の占める割合が多く、また弱年者にも発生がみられる。診断の精度に問題が

あり、場所によって 30％から 70％の誤診率がみられる。また診断されて治療が開始されるまで、

平均 5 年の遅れがみられている。

大略以上のような状況のなかで、プロジェクトは R/D、PDM、TSI に従って順調に進捗して

いる。詳細は付属資料 1．ミニッツを参照されたい。

（2）課題と対応策

（1）で述べたように、ミャンマーのハンセン病の状況は楽観できるものではない。治療の遅れ

に影響していると考えられるハンセン病に対する偏見をなくし、治療が無料で受けられること、

またどのような方法で治療が行われるかなど、きめ細かい情報の伝達により国民に正確な知識

を普及することが必要である。患者発見に直接かかわるとともに診断精度にも大きな影響をも

つBHS スタッフの教育の拡充が必要である。正確な診断に必要欠くべからざる菌検査の普及の

ために検査技師の技術向上、顕微鏡等の機器の充当が急がれる。

（3）資機材の利用状況

詳細は付属資料 1．ミニッツを参照されたい。
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第 4 章　感染症対策、運営／管理体制

（1）感染症対策

1）進捗状況

「基礎保健サービス改善」を目的とする非ハンセン病分野での協力は、現在、研修が主体で

あり、その概要はおおよそ表 4 － 1 のとおりである。

表 4 － 1　ハンセン病以外の疾患を対象とするセミナーの開催及び支援

結核（TB）及び EPI についてはミャンマー側が主体となり、ヤンゴンでの Training of

Trainers（TOT）に引き続いて、48 Township の BHS スタッフを対象にトレーニングコース

が開催された（ハンセン病セルフケアコースと合同）。結核は直接監視下短期化学療法（DOTS）

を中心に、また、EPI については既存のテキストを用いたマネージメントが中心のリフレッ

シュメントコースであった。しかし、時間的な制限もあり、十分なものとはいえなかったよ

うである。また、可能であればその分野の日本人専門家も講義に加わることも必要だったで

あろうが、今回はそこまでいかなかった。TB とマラリアの顕微鏡検査では短期専門家が指導

して好評であったという。

2）課題と今後の対応

2001 年度、十分に対応できなかったのは EPI への協力である。ミャンマーでも EPI は大切

な小児保健プログラムとして位置づけられており、UNICEF の指導の下、全国的なネットワー

クが完成している。我が国もワクチン、コールドチェーン機材、AD シリンジなどの供与を

行っている。実際の予防接種活動を行うのは BHS を受け持つミッドワイフたちである。EPI

疾患は著明に減少しており、ポリオ根絶計画においても、1998 年以降は野生ポリオが検出さ

れていないことなどからも、その活動の質は一定以上のレベルにあると推定される。最近の

EPI の活動は新生児破傷風及び麻疹のコントロールなどにも力を入れている。また、マンダ

レー及びサガイン管区の Township において事情聴取を行った限りでは、ワクチン接種サー

日程(2001年)

5月14～16日

7月6～7日

7月18日～

8月10日

8月9～16日

8月15～28日

場　所

ヤンゴン

ヤンゴン

対象48 

Township

イエナダ

イエナダ

研修カテゴリー

TOT

TOT

BHSスタッフ

顕微鏡診断

顕微鏡診断

対象分野

TB, EPI

TB　　　

TB, EPI

TB　

マラリア

参加者数

11人

13人

3,091人

9人

5人

その他

兼ハンセン病研修

短期専門家が実施

短期専門家が実施
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ビスは適切で、注射の安全性についても知識があった。また、ポリオ根絶計画に関係して急

性弛緩性麻痺（AFP）サーベイランスも適切に行われ、12 月に始まるポリオワクチン全国一

斉投与（NIDs）の準備も始まっていた。

しかし、ミャンマーでは、このようにアクセスの容易な地域の EPI が良好であるのに比べ、

遠隔地域の活動は著しく劣るのが特徴である。例えば、そのような地域では乏しい電力事情

によりコールドチェーンシステムが十分に確立されておらず、定期接種がほとんどなされて

いないかもしれない。また、注射の安全性の知識にも乏しく、これが守られていない可能性

もある。そのような意味では、まだ技術的指導を必要とする分野も多いと推定されるが、実

際のところ、その根本的な改善をめざすとすれば、このような技術的な指導だけでは極めて

不十分である。いずれにせよ、地域の問題の本質を十分に把握することが必要である。その

うえで、可能な協力は何かを打ち出すべきであろう。

BHS 強化への協力の一環として、2002 年度は EPI 専門家の派遣を予定している。これは主

にBHS スタッフのトレーニングコースへの参加、講義を予定しているが、さらに、現在別ス

キームでなされている我が国のミャンマー EPI への協力（ワクチン、コールドチェーン供与）

の成果の分析や、それをより効果的にするための意見の具申なども含めるべきであろう。し

かし、ミャンマーではフィールドの調査には様々な制約を伴うため、十分な期間と関係セク

ターの協力が不可欠である。

3）資機材の利用状況

顕微鏡はイエナダ病院や特別皮膚科外来、一部 Township にも配布された。ハンセン病以

外の目的では結核、マラリアの診断及びそのトレーニングに用いられているが、視察した限

りではその利用は適切であった。

（2）運営／管理体制

1）進捗状況と課題

貧弱な通信事情と不便なオフィス環境、あるいは移動上の制約など、すべての面で不自由

を強いられている状況下での活動開始であり、プロジェクト運営に完全を望むことは難しい

かもしれない。

個々の業務についての状況は以下のとおりである。

①　プロジェクトの運営

・短期専門家派遣

プロジェクト活動の進捗に合わせるかたちで派遣を決めているため、派遣の決定が遅

れ気味である。また、ミャンマー側の受入許可に 3 週間が必要だという問題もあって、か

なり早期から手続きを開始しなければいけないことも、スムースな専門家派遣の阻害要
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因となっている。2001 年度の情報・教育・コミュニケーション（IEC）専門家の派遣は、

ミャンマー側と時期的な調整がつかず延期となった。

・研修員

2000 年度は予定どおり 3 名のハンセン病のカウンターパートを受け入れた。2001 年度

は 1 名のハンセン病のカウンターパートと、EPI と結核分野の研修員を受け入れたが、前

者はヤンゴンの EPI スタッフで、プロジェクトとは直接関係がない。結核分野の研修員

も同様で、しかも日本での研修が HIV 集団コースになるなどの問題が生じた。

・機材供与

一部の配付先変更を検討している機材（小外科セット）を除き、教育機材、顕微鏡など

の検査室機材の供与と利用は適切になされていると考える。

②　専門家間の意思疎通

プロジェクトオフィスがヤンゴン（調整員）とマンダレー（チーフアドバイザー及び専門

家 2 名）の 2 か所に分かれており、さらに、教育や診療などのプロジェクト活動の場がイエ

ナダ病院（マンダレー市中心より 1 時間）であることなどが、専門家に余分な労力を強いて

おり、プロジェクトチーム内の意思疎通を弱める一つの要因となっている。

③　ミャンマー側との関係構築

プロジェクト、あるいは専門家とミャンマー側との関係は極めて良好である。今後はこ

れをお互いに個人レベルにとどめず、様々な業務を推進するうえでの組織へと発展させる

ことが望ましい（例えば教育マテリアルの作成チームなど）。

④　その他の業務

協力活動（実績）の整理、2002 年度プロジェクト計画の作成、新規事業の立案（例えば中

堅技術者養成対策の利用など）、調査ミッションへの対応などには、まだ向上の余地がある。

2）対応策

これらの問題を改善するため、今回のミッションとしては以下のように業務態勢を調整変

更するのが適当ではないかと考える。すなわち、

①　現在のマンダレーオフィス（E メール不能）をマンダレー管区保健局のハンセン病対策部

署に移す。これにより、中央のカウンターパートとの意思疎通が促進されるうえ、必要な情

報にもより早く接することができる。また、E メールが可能になるため、業務上の通信連絡

が容易になる。

②　チーフアドバイザーは中央（ヤンゴン）のオフィスに常駐して、ミャンマー側との意見交

換を随時行えるようにする一方、プロジェクト運営に必要な決済に遅延が生じないように努

める。

③　ミャンマー側カウンターパートとの協議にあたっては、チーフアドバイザーだけでなく、
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可能な限り調整員や他の専門家も加わることが望ましい。

④　チーム内の意思疎通についてチーフアドバイザー以下、すべての専門家が留意すべきで

ある。プロジェクト内合議事項は文書として残し、欠席者にも徹底させる必要がある。

⑤　チーム全体でよく協議し、懸案事項（中堅技術者スキーム）の実施にも積極的に取り組ん

でほしい。宣伝メディアの制作などには、ミャンマー側の様々なセクターも巻き込んだ事業

として展開できれば理想的である。
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第 5 章　看　護

（1）活動進捗状況

1）BHS スタッフへのトレーニング

①　Integrated トレーニング：ハンセン病、結核、EPI 合同の研修を実施。

②　POD/POWD 対策のセルフケア：ハンセン病患者に対するケア方法の指導についてのガイ

ドブックを作成し、Teaching method 研修、TOT 研修、BHS スタッフへの研修を実施。

課題：セルフケア研修に関しては、教材作成から研修内容の検討、実施、及びアンケートを

行っているが、これらの評価に基づいて、基礎保健を担っている BHS スタッフへの

トレーニングの内容と方法については、今後検討が必要であると考える。

2）セルフケアについて基礎データの収集

①　フィールドの患者現状調査実施。

②　BHS スタッフトレーニングのアンケート実施。

課題：フィールドに出ての調査や研修前アンケートを実施し、現状把握をする活動が徐々

にできるようになってきた。今後もこれらの活動を継続し、モニタリング及び研修

計画へ活用していくことが重要である。

3）ハンセン病患者及び家族への社会的支援

①　ソーイング指導の準備：経済的自立への支援を計画している。

課題：一つの村で活動を準備中であるが、NGO との連携のなかでどの範囲までかかわるか

は今後も十分な話し合いをもつ必要がある。

4）イエナダ病院における活動

①　イエナダ病院スタッフ：入院患者に対して行う処置の清潔操作、包帯交換に関する指導

を実施。患者用教材導入の準備を行い、パンフレットとビデオを作成中。

課題：手術室の改築も終了し、今後ハンセン病患者に対する再建術が本格的に実施されて

いくなかで様々な指導が必要になってくるだろう。イエナダ病院には、研修センター

が完成しており、顕微鏡診断の研修などが実施されている。今後はハンセン病に関

する指導的役割が期待されるだろう。

（2）指導内容

現在行われているBHS スタッフへのトレーニング、イエナダ研修センターに関しての活動は、

今後も継続して行っていくことを確認した。これまで行われた研修について、研修内容の妥当

性、効果等の評価及び評価方法について相手側とともに検討し、次回研修計画策定に活用して

いくことが重要である。
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カウンターパートとの関係は良好で、保健省から許可が下りると、その後の活動は比較的ス

ムースに行われているようである。

イエナダ病院スタッフのトレーニングにあたっては、現在まで短期専門家とともにかかわっ

ている。プロジェクトでは新たな活動も開始されるため、病院研修での短期専門家との仕事分

担を整理する必要がある。また、ガイドブックやパンフレット、ビデオ等の作成にあたっては

IEC 専門家などを活用し、充実したものを作っていくのがよいと思われる。

（3）提　言

ミャンマーのシステムのなかでプロジェクトで何か実施するにあたっては、すべてヤンゴン

にある保健省の許可が必要である。また、ヤンゴン、マンダレー、イエナダ病院と、プロジェ

クトメンバーの活動場所は様々なところにあるうえ、ミャンマー国内の通信システムも不十分

である。このようななかでプロジェクト活動を円滑にかつ効果的に進めるためにチーム内及び

カウンターパートとの情報交換をより一層工夫していくことが望まれる。





付　属　資　料

1．ミニッツ

2．カウンターパート組織図

3．ハンセン病対策活動・計画報告（カウンターパート）

4．イエナダ・ハンセン病病院概要

5．合同調整委員会／プロジェクト活動報告（カウンターパート）

6．合同調整委員会／プロジェクト活動報告（専門家チーム）

7．橋本　千代子　長期専門家（看護、2000.6.12 ～ 2001.11.30）報告
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